
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
保
護
課
）　

一

○
メ
ス
ジ
カ
捕
獲
禁
区
域
の
設
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

一

○
不
知
火
鉛
散
弾
規
制
地
域
の
設
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

一

○
鳥
獣
保
護
区
の
設
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
休
猟
区
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
休
猟
区
の
設
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
環
境
制
御
型
走
査
電
子
顕
微
鏡
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
私
学
文
書
課
）　

五

○
熊
本
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試
験
実
施
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項　

（
水
産
振
興
課
）　

六

　
　

公　
　

告

○
定
款
変
更
認
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

七

○
環
境
制
御
型
走
査
電
子
顕
微
鏡
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施　
　
　

（
私
学
文
書
課
）　

七

○
平
成
十
三
年
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
電
子
計
算
機
処
理
業
務
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
統
計
調
査
課
）　

九

　
　

登　

載　

依　

頼

○
熊
本
県
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
係
る
公
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
九
州
産
廃
株
式
会
社
）
一
〇

熊
本
県
告
示
第
八
百
七
号

　

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
（
平
成
十
二
年
十
月
三
十
日
熊
本
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号
）
を
変
更
し
た

の
で
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
一
条
ノ
二
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
変
更
後
の
同
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
、
熊
本
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
及
び
各
地
域
振
興
局

林
務
課
（
球
磨
地
域
振
興
局
に
あ
っ
て
は
森
林
保
全
課
）
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
八
百
八
号

　

平
成
十
二
年
十
月
三
十
日
熊
本
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号
（
特
定
鳥
獣
の
捕
獲
の
禁
止
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

捕
獲
を
禁
止
す
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

熊
本
県
の
区
域
（
た
だ
し
、
人
吉
市
、
下
益
城
郡
砥
用
町
、
八
代
郡
坂
本
村
、
東
陽
村
、
泉
村
、
球

　

磨
郡
錦
町
、
上
村
、
岡
原
村
、
多
良
木
町
、
湯
前
町
、
水
上
村
、
須
恵
村
、
深
田
村
、
相
良
村
、
五
木

　

村
、
山
江
村
及
び
球
磨
村
を
除
く
。
）

熊
本
県
告
示
第
八
百
九
号

　

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
一
条
ノ
五
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
法
を
制
限
し
、
平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

次
の
区
域
に
お
い
て
、
鉛
散
弾
を
使
用
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
。

一　

名
称
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示



　
　

不
知
火
鉛
散
弾
規
制
地
域

二　

捕
獲
を
禁
止
す
る
区
域

　
　

不
知
火
町
、
松
橋
町
及
び
小
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

　

す
る
。
）

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
号

　

昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
七
日
熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
号
の
二
（
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

小
岱
山
鳥
獣
保
護
区
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

川
辺
小
学
校
鳥
獣
保
護
区
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

下
筌
松
原
ダ
ム
鳥
獣
保
護
区
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

葉
木
鳥
獣
保
護
区
の
項
の
二
、
三
及
び
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域　

八
代
郡
泉
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
八
一
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

大
島
鳥
獣
保
護
区
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
一
号

　

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
八
条
ノ
八
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
を
設
定
し
た
の
で
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
農
林
省
令
第
百
八
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

名
称　

目
丸
鳥
獣
保
護
区

二　

区
域　

上
益
城
郡
矢
部
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
九
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

野
鳥
の
森
鳥
獣
保
護
区

二　

区
域　

御
船
町
及
び
益
城
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

八
二
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
二
号

　

平
成
十
年
十
月
二
十
三
日
熊
本
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号
（
休
猟
区
の
設
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
三
号

　

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
休
猟
区
を
設
定
し
た
の
で
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省

令
第
百
八
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

名
称　

木
葉
休
猟
区

二　

区
域　

玉
名
市
、
菊
水
町
及
び
玉
東
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
五
八
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

西
岳
休
猟
区

二　

区
域　

山
鹿
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
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（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
三
一
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

植
木
休
猟
区

二　

区
域　

植
木
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
二
六
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

柏
休
猟
区

二　

区
域　

菊
池
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

二
、
四
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

茗
ヶ
原
休
猟
区

二　

区
域　

阿
蘇
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
三
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

中
湯
田
休
猟
区

二　

区
域　

南
小
国
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

六
二
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

黒
淵
休
猟
区

二　

区
域　

小
国
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

九
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

大
利
休
猟
区

二　

区
域　

産
山
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

七
六
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

小
池
野
休
猟
区

二　

区
域　

波
野
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

両
併
休
猟
区

二　

区
域　

白
水
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

八
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

矢
山
岳
休
猟
区

二　

区
域　

泉
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
一
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

川
岳
休
猟
区

二　

区
域　

坂
本
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
五
四
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

矢
城
山
休
猟
区

二　

区
域　

水
俣
市
、
芦
北
町
及
び
津
奈
木
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）
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三　

面
積　

一
、
八
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

石
坂
川
休
猟
区

二　

区
域　

水
俣
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

荒
水
谷
休
猟
区

二　

区
域　

多
良
木
町
及
び
上
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
八
八
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

江
代
休
猟
区

二　

区
域　

水
上
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
〇
七
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

折
立
休
猟
区

二　

区
域　

五
木
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
八
四
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

万
江
休
猟
区

二　

区
域　

山
江
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
七
七
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一　

名
称　

大
江
休
猟
区

二　

区
域　

天
草
町
及
び
河
浦
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

　

る
。
）

三　

面
積　

三
、
四
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
四
号

　

昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
七
日
熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
号
の
四
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

熊
本
空
航
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
の
一
及
び
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

名
称　

熊
本
空
港
銃
猟
禁
止
区
域

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

通
潤
公
園
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

牛
深
銃
猟
禁
止
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

臼
葉
山
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
五
号

　

平
成
三
年
十
月
四
日
熊
本
県
告
示
第
七
百
三
十
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

舟
島
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

存
続
期
間　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
六
号

　

平
成
二
年
十
月
一
日
熊
本
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号
の
八
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。
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平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

本
渡
五
和
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
の
二
及
び
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域　

本
渡
市
及
び
五
和
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
各
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す 

　

る
。
）

三　

面
積　

一
、
七
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
七
号

　

平
成
三
年
十
月
四
日
熊
本
県
告
示
第
七
百
三
十
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

日
の
出
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
を
削
る
。

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
八
号

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
、
次
の
と
お
り
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

調
達
物
品
及
び
数
量　

環
境
制
御
型
走
査
電
子
顕
微
鏡　

一
式

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

　
　

物
品
の
購
入
契
約
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領
（
昭
和

　

三
十
九
年
熊
本
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
。
以
下
「
審
査
要
領
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
が
、
内
容
に
つ

　

い
て
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　
　
　
　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

（一）

　
　
　

に
該
当
す
る
者

　
　
　
　

資
格
審
査
の
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
ま
で
に
県
税
を
完
納
し
て
い
な
い
者

（二）

　
　
　
　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経

（三）

　
　
　

過
し
て
い
な
い
者
（
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使

　
　
　

用
す
る
者
を
含
む
。
）

　
　
　

１　

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
物
品
の
製
造
若
し
く
は
修
理
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
品
の

　
　
　
　

品
質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

　
　
　

２　

競
争
入
札
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、

　
　
　
　

若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

　
　
　

３　

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

　
　
　

４　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

　
　
　
　

に
よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

　
　
　

５　

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

　
　
　

６　

前
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の
履
行
に
当
た

　
　
　
　

り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

　
　
　
　

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
、
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

（四）

　
　
　
　

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

（五）

　
　
　
　

原
則
と
し
て
、
同
種
の
営
業
を
引
き
続
き
一
年
以
上
営
ん
で
い
な
い
者

（六）

　

２　

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
及
び
そ
の
審
査

　
　
　

県
が
発
注
す
る
物
品
の
製
造
、
修
理
又
は
購
入
の
た
め
行
う
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き

　
　

る
者
は
、
審
査
要
領
に
基
づ
く
審
査
を
受
け
、
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る

　
　

こ
と
。

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

熊
本
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
、
直
接
提
出
す
る
も

　
　

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
郵
送
に
よ
る
提
出
も
認
め
る
が
、
こ
の
場
合
は
、

　
　

書
留
郵
便
に
限
る
。

　
　
　

な
お
、
す
で
に
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
は
、
申
請
の
必
要
は
な
い
。

　
　
　
　

定
款

（一）

　
　
　
　

商
業
登
記
簿
謄
本
（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
身
元
証
明
書
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
営
業
証
明
書
）

（二）

　
　
　
　

審
査
基
準
日
直
近
の
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
財
務
諸
表
（
法
人
の
場
合
は
、
賃
借
対
照
表
、

（三）

　
　
　

損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
に
関
す
る
書
類
。
個
人
の
場
合
は
、賃
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）

　
　
　
　

営
業
経
歴
書

（四）

　
　
　
　

印
鑑
証
明
書

（五）

　
　
　
　

最
近
一
年
間
の
県
税
に
係
る
納
税
証
明
書
（
都
道
府
県
税
、
た
だ
し
熊
本
県
内
に
営
業
所
等
を

（六）

　
　
　

有
す
る
者
は
、
熊
本
県
民
税
、
事
業
税
、
自
動
車
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
。
な
お
、
都
道

　
　
　

府
県
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
そ
の
旨
の
証
明
書
）

　
　
　
　

販
売
代
理
店
（
特
約
店
）
証
明
書

（七）
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営
業
に
関
し
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
許
可
、
認
可
等
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書

（八）

　
　
　

類

　
　
　
　

支
店
長
そ
の
他
の
者
に
入
札
の
参
加
、
契
約
の
締
結
、
代
金
の
請
求
及
び
受
領
等
の
権
限
を
委

（九）

　
　
　

任
す
る
場
合
は
委
任
状

　

２　

申
請
書
の
入
手
先
及
び
提
出
場
所
並
び
に
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

熊
本
県
出
納
局
用
度
課
契
約
係

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

〇
九
五
〇　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜
三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
三
四
五
、
六
三
四
六
、
六
三
四
八

　

３　

資
格
審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

　
　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
と

　
　

す
る
。
た
だ
し
、
受
付
期
間
終
了
後
も
入
札
日
時
ま
で
随
時
受
け
付
け
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
資

　
　

格
審
査
が
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

四　

参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
通
知
し
た
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十

　
　

日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

有
効
期
間
の
更
新
手
続

　
　
　

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
希
望
す
る
者
に
対
し
て
は
、
審
査
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
の

　
　

申
請
の
受
付
を
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
行
う
。

五　

資
格
審
査
結
果
の
通
知

　
　

資
格
審
査
の
結
果
は
、
資
格
審
査
結
果
通
知
書
を
郵
送
に
よ
り
通
知
す
る
。

熊
本
県
告
示
第
八
百
十
九
号

　

熊
本
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試
験
実
施
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試
験
実
施
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項

　

熊
本
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試
験
実
施
要
項
（
昭
和
六
十
一
年
熊
本
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
受
験
資
格
）

第
三
条　

試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校

　
　

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
学
校
教
育
法
に
よ

　
　

る
高
等
専
門
学
校
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
等
の
設
立
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す

　
　

る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十

　
　

二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
に
よ
る
水
産
大
学
校
又
は
旧
農
林
水
産
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年

　
　

政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
水
産
大
学
校
に
お
い
て
水
産
業
、
生
物
、
化
学
、
食
品
製
造
、
機

　
　

械
、
電
気
、
機
関
、
電
気
通
信
、
経
済
若
し
く
は
経
営
に
関
す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

　
　

者
又
は
当
該
課
程
を
修
め
る
者
の
う
ち
当
該
試
験
の
実
施
期
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
卒
業
見

　
　

込
み
の
者

　

二　

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
を

　
　

入
学
若
し
く
は
入
所
資
格
と
す
る
教
育
機
関
に
お
い
て
水
産
業
に
関
す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒

　
　

業
し
た
者
で
、
当
該
試
験
の
実
施
期
日
ま
で
に
当
該
機
関
に
お
け
る
修
業
年
限
と
次
の
ア
若
し
く
は

　
　

イ
の
職
務
に
従
事
し
た
期
間
又
は
こ
れ
ら
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
と
の
合
計
が
四
年
以
上
に
達
す

　
　

る
者

　
　

ア　

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
法
人
格
を
有
す
る
団
体
の
水
産
業
に
関
す
る
試
験
研
究
機
関
又
は

　
　
　

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
教
育
機
関
に
お
け
る
水
産
業
に
関

　
　
　

す
る
試
験
研
究
又
は
教
育

　
　

イ　

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
法
人
格
を
有
す
る
団
体
に
お
け
る
水
産
業
に
関
す
る
技
術
に
つ
い

　
　
　

て
の
普
及
又
は
指
導

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
る
者

　

第
五
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
別
記
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区　
　
　

分

第
三
条
第
一
号
に

掲
げ
る
者
に
つ
い

て
の
試
験

第
三
条
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ

る
者
に
つ
い
て
の

試
験

必

須

項

目

一　

漁
業
経
営

二　

教
育
方
法

一　

漁
業
経
営
、

　

生
物
、
物
理
又

　

は
化
学
の
う
ち

　

一
項
目

二　

教
育
方
法

選　
　
　

択　
　
　

項　
　
　

目

沿
岸
漁
業
学
、
漁
具
学
、
漁
法
学
、
漁
ろ
う
学
、
漁
場

学
、
漁
業
資
源
学
、
水
産
機
械
学
、
漁
獲
物
処
理
法
、
水

産
製
造
学
、
水
産
生
物
学
、
水
産
増
殖
学
、
水
産
土
木
学

及
び
水
族
病
理
学

　
　

同　
　

右



様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様

式
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
氏
名
」
を
「
受
験
番
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」

に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
一
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
二
号
を
別
記
様
式
第
一
号
と
し
、
別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別

記
様
式
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
要
項
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
公
告
第
七
百
二
十
七
号

　

阿
蘇
郡
白
水
村
白
水
村
土
地
改
良
区
理
事
長
桐
原
夏
雄
か
ら
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
付
け
で
申
請
の

定
款
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
八
日
付
け
で
認
可
し
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
公
告
第
七
百
二
十
八
号

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
物
品
及
び
数
量

　
　
　

環
境
制
御
型
走
査
電
子
顕
微
鏡　

一
式

　

２　

調
達
物
品
の
規
格
及
び
品
質
等

　
　
　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限

　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　

４　

納
入
場
所

　
　
　

熊
本
県
立
大
学

　

５　

入
札
方
法

　
　
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

　
　

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

　
　

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

　
　

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の

　
　

百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二　

入
札
参
加
資
格

　
　

物
品
の
購
入
契
約
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領
（
昭
和

　

三
十
九
年
熊
本
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
）
に
基
づ
く
必
要
な
資
格
を
得
て
い
る
者

三　

入
札
参
加
資
格
を
得
る
た
め
の
申
請
方
法

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

二
に
掲
げ
る
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
熊
本
県
の
所
定
の
競
争
入
札

　
　

参
加
資
格
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
必
要
書
類
を
添
付
し
、
次
の
場
所
へ
提
出
す
る
こ

　
　

と
。

　

２　

申
請
書
の
入
手
先
及
び
提
出
場
所
並
び
に
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

熊
本
県
出
納
局
用
度
課
契
約
係

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

〇
九
五
〇　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
三
四
五
、
六
三
四
六
、
六
三
四
八

四　

入
札
に
参
加
で
き
る
者

　
　

納
入
し
よ
う
と
す
る
物
品
の
仕
様
を
示
す
書
類
を
熊
本
県
立
大
学
へ
提
出
し
、
熊
本
県
立
大
学
の
審

　

査
を
受
け
、
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
た
者

　
　

納
入
し
よ
う
と
す
る
物
品
の
仕
様
を
示
す
書
類
の
受
付
及
び
審
査
期
間

　
　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）

　
　

と
す
る
。
た
だ
し
、
期
間
終
了
後
も
受
付
及
び
審
査
は
行
う
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
納
入
し
よ
う
と

　
　

す
る
物
品
の
仕
様
の
審
査
が
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

五　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

　

１　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

熊
本
県
立
大
学
事
務
局
会
計
課

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

〇
九
二
〇　

熊
本
市
月
出
三
丁
目
一
番
一
〇
〇
号

　
　
　

電
話
番
号
〇
九
六｜

三
八
三｜

二
九
二
九　

内
線
二
四
〇

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付

　
　
　
　

入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
関
係
書
類
そ
の
他
入
札
に
関
す
る
詳
細
な
事
項
は
、
入
札
説

（一）

　
　
　

明
書
に
よ
る
。

　
　
　
　

交
付
期
限
は
、
入
札
日
の
前
日
ま
で
と
す
る
。

（二）

　

３　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
並
び
に
場
所
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日
時　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日　

午
前
十
時

（一）

　
　
　
　

場
所　

熊
本
県
熊
本
市
月
出
三
丁
目
一
番
一
〇
〇
号　

熊
本
県
立
大
学
管
理
棟
二
階
大
会
議
室

（二）

　

４　

入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　

五
の
３
記
載
の
入
札
場
所
に
、
持
参
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
持
参
で
き
な
い
と
き
は
、
五

　
　

の
１
記
載
の
場
所
に
入
札
日
の
前
日
ま
で
必
着
す
る
よ
う
郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
す
る
こ
と
。

六　

入
札
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
等

　
　

五
の
１
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。

七　

そ
の
他

　

１　

入
札
及
び
契
約
手
続
等
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　

２　

入
札
保
証
金

　
　
　

見
積
も
っ
た
契
約
金
額
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
額
を
含
む
。
）
の
百
分
の
五
以
上
の
金
額

　
　

（
国
債
、
県
債
、
鉄
道
債
券
そ
の
他
の
政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券
、
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
又
は

　
　

商
工
組
合
中
央
金
庫
の
発
行
す
る
債
券
、
銀
行
が
振
り
出
し
、
若
し
く
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手

　
　

で
も
可
）
を
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
午
前
十
時
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の　

又
は

（一）

　
　
　

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
入
札
保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

（二）

　
　
　

な
お
、
入
札
保
証
金
は
、
入
札
終
了
後
還
付
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
に
は
、
契
約
締
結
後
還
付

　
　

す
る
。

　
　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
入
札
保
証
金
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に

（一）

　
　
　

県
を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
入
札
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険

　
　
　

証
券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
箇
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公

（二）

　
　
　

共
団
体
と
こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契

　
　
　

約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

　
　
　

を
提
出
し
た
と
き
（
そ
の
者
が
落
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お

　
　
　

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

　

３　

契
約
保
証
金

　
　
　

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
日
時
ま
で
に
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
（
国
債
、
県
債
、

　
　

鉄
道
債
券
そ
の
他
の
政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券
、
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
又
は
商
工
組
合
中
央
金

　
　

庫
の
発
行
す
る
債
券
、
銀
行
が
振
り
出
し
、
若
し
く
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手
で
も
可
）
を
納
付

　
　

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の　

又
は　

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
保
証
金
の
納
付
が

（一）

（二）

　
　

免
除
さ
れ
る
。

　
　
　
　

当
該
入
札
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
保
証
金
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の

（一）

　
　
　

間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
履
行
保
証
保
険
契
約
に
係
る

　
　
　

保
険
証
券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　
　
　

過
去
二
箇
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
と
こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項

（二）

　
　
　

と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
事
項
に
係
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結

　
　
　

し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
（
そ
の
者
が
契

　
　
　

約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

　

４　

入
札
の
無
効

　
　
　

次
の　

か
ら
（
十
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

（一）

　
　
　
　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札

（一）

　
　
　
　

委
任
状
を
提
出
し
な
い
代
理
人
の
し
た
入
札

（二）

　
　
　
　

所
定
の
入
札
保
証
金
又
は
入
札
保
証
金
に
代
わ
る
担
保
を
納
付
し
、
又
は
提
出
し
な
い
者
の
し

（三）

　
　
　

た
入
札

　
　
　
　

記
名
押
印
を
欠
く
入
札

（四）

　
　
　
　

金
額
を
訂
正
し
た
入
札

（五）

　
　
　
　

誤
字
脱
字
等
に
よ
り
意
思
表
示
が
不
明
瞭
で
あ
る
入
札

（六）

　
　
　
　

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（七）

　
　
　
　

同
一
事
項
の
入
札
に
つ
い
て
他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入

（八）

　
　
　

札

　
　
　
　

二
以
上
の
意
思
表
示
を
し
た
入
札

（九）

　
　
　
　

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
の
し
た
入
札

（十）

　

５　

落
札
者
の
決
定
の
方
法

　
　
　

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
し

　
　

込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

最
低
制
限
価
格

　
　
　

設
定
し
な
い
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　

要

　

８　

そ
の
他
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　

９　

こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

　
　

る
。

８
S
u
m
m
ary

（１

）N
am
e
an
d
q
u
an
tity
o
f
co
m
m
o
d
ity

E
n
viro
n
m
en
talS

can
n
in
g
E
lectro

n
M
icro
sco
p
e,1
set

（２

）D
ate
an
d
P
lace

to
S
u
b
m
it
b
id
d
in
g
p
ro
p
o
sal

D
ecem

b
er
5
th
2
0
0
1
,1
0
:0
0
am
.
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M
ain
m
eetin

g
ro
o
m
,2
n
d
flo
o
r,A
d
m
in
istratio

n
b
u
ild
in
g

P
refectu

ralU
n
iversity

o
f
K
u
m
am
o
to

（３
）D

ead
lin
e
to
su
b
m
it
b
id
d
in
g
p
ro
p
u
salb

y
reco

m
m
an
d
e
m
ail

D
ecem

b
er
4
th
2
0
0
1
,5
:1
5
p
m

（４

）L
an
gu
age
an
d
cu
rren

cy
to
b
e
u
sed
fo
r
b
id
d
in
g

Jap
an
ese
lan
gu
age
an
d
cu
rren

cy
o
n
ly

（５

）N
am
e
o
f
th
e
d
ep
artm

en
t
co
n
cern

ed
fo
r
th
is
co
n
tract

A
cco
u
n
ts
sectio

n
,S
ecretariat,

P
refectu

ralU
n
iversity

o
f
K
u
m
am
o
to

3
－
1
－
1
0
0
T
su
kid
e,K
u
m
am
o
to
C
ity.

〒
8
6
2
－
0
9
2
0

T
elep
h
o
n
e
0
9
6
－
3
8
3
－
2
9
2
9
Ｅ
ｘ
ｔ
.2
4
0

熊
本
県
公
告
第
七
百
二
十
九
号

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

委
託
業
務
の
名
称

　
　
　

平
成
十
三
年
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
電
子
計
算
機
処
理
業
務

　

２　

委
託
業
務
の
内
容

　
　
　

入
札
等
説
明
書
の
と
お
り

　

３　

成
果
品
の
納
入
期
限

　
　
　

仕
様
書
で
定
め
ら
れ
た
日

　

４　

成
果
品
の
受
渡
場
所

　
　
　

熊
本
県
企
画
開
発
部
統
計
調
査
課
内

　

５　

委
託
期
間

　
　
　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
（
金
）
ま
で

　

６　

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に

　
　

相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

　
　

を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地

　
　

方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

　
　

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二　

入
札
参
加
資
格

　
　

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

　

１　

平
成
十
三
年
四
月
二
十
三
日
熊
本
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号
に
よ
り
示
し
た
、
情
報
シ
ス
テ
ム
関

　
　

連
委
託
業
務
に
関
し
て
熊
本
県
知
事
が
行
う
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
、
競
争
入
札
参
加
資

　
　

格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

２　

熊
本
県
内
に
本
社
、
支
社
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３　

平
成
十
三
年
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
電
子
計
算
機
処
理
業
務
委
託
契
約
書
及
び
仕
様
書
に
定
め

　
　

る
電
子
計
算
機
業
務
を
遅
滞
な
く
遂
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三　

競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出

　
　

本
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
競
争
参
加
資
格
確
認
申
請
書
を
提
出
し
、
競
争

　

参
加
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

１　

提
出
期
間

　
　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
（
金
）
か
ら
平
成
十
三
年
十
月
三
十
日
（
火
）
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　

日
（
県
の
休
日
を
除
く
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　

２　

提
出
場
所

　
　
　

四
の
１
に
同
じ

　

３　

提
出
方
法

　
　
　

四
の
１
の
場
所
へ
持
参
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
手
続
等

　

１　

担
当
課

　
　
　

熊
本
県
企
画
開
発
部
統
計
調
査
課
労
働
事
業
所
班

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号　

〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
六
〇
六

　

２　

入
札
等
説
明
書
（
入
札
説
明
書
、
平
成
十
三
年
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
電
子
計
算
機
業
務
仕
様

　
　

書
、
契
約
書
（
案
）
）
の
配
布
期
間
及
び
場
所

　
　
　
　

配
布
期
間

（一）

　
　
　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
（
金
）
か
ら
平
成
十
三
年
十
月
三
十
日
（
火
）
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　

の
日
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　
　
　

配
布
場
所

（二）

　
　
　
　

四
の
１
に
同
じ

　

３　

入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　
　

日
時　

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
（
木
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

（一）

　
　
　
　

場
所　

熊
本
県
庁
本
館
六
階　

熊
本
県
企
画
開
発
部
統
計
調
査
課
内

（二）

　

４　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
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日
時　

平
成
十
三
年
十
一
月
五
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら

（一）

　
　
　
　

場
所　

熊
本
県
庁
本
館
二
階
入
札
室

（二）

　

５　

入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　

四
の
４
記
載
の
入
札
場
所
に
、
持
参
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
持
参
で
き
な
い
と
き
は
、
四

　
　

の
１
の
場
所
に
入
札
前
日
ま
で
に
必
着
す
る
よ
う
郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
す
る
こ
と
。

五　

そ
の
他

　

１　

入
札
及
び
契
約
事
務
手
続
等
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　

２　

入
札
保
証
金

　
　
　

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
金
額
を
四
の
４
の
入
札
の
日
時
ま
で
に
納
付
す

　
　

る
。
た
だ
し
、
次
の　

又
は　

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ

（一）

（二）

　
　

れ
る
。

　
　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
入
札
保
証
金
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間
に
県

（一）

　
　
　

を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
入
札
保
証
保
険
契
約
に
係
る
保
険
証

　
　
　

券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
箇
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公

（二）

　
　
　

共
団
体
と
こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以

　
　
　

上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た

　
　
　

と
き
（
そ
の
者
が
落
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い

　
　
　

と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　

３　

無
効
の
入
札

　
　
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　
　
　
　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札

（一）

　
　
　
　

委
任
状
を
提
出
し
な
い
代
理
人
の
し
た
入
札

（二）

　
　
　
　

所
定
の
入
札
保
証
金
は
入
札
保
証
金
に
代
わ
る
担
保
を
納
付
し
、
又
は
提
供
し
な
い
者
の
し
た

（三）

　
　
　

入
札

　
　
　
　

記
名
押
印
を
欠
く
入
札

（四）

　
　
　
　

金
額
を
訂
正
し
た
入
札

（五）

　
　
　
　

誤
字
脱
字
等
に
よ
り
意
思
表
示
が
不
明
瞭
で
あ
る
入
札

（六）

　
　
　
　

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（七）

　
　
　
　

同
一
事
項
の
入
札
に
つ
い
て
他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（八）

　
　
　
　

二
以
上
の
意
思
表
示
を
し
た
入
札

（九）

　
　
　
　

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（十）

　

４　

落
札
者
の
決
定
方
法

　
　
　
　

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申

（一）

　
　
　

込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　
　
　
　

落
札
者
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
者

（二）

　
　
　

に
く
じ
を
引
か
せ
、
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の

　
　
　

う
ち
開
札
に
立
ち
会
わ
な
い
者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
当
該

　
　
　

入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す
る
。

　

５　

最
低
制
限
価
格

　
　
　

設
定
し
な
い
。

　

６　

契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　

要

　

７　

契
約
締
結
期
限

　
　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
二
日
（
月
）

　

８　

契
約
保
証
金

　
　
　

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
日
時
ま
で
に
、契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
。

　
　

た
だ
し
、
次
の　

又
は　

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
保
証
金
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

（一）

（二）

　
　
　
　

契
約
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
保
険
会
社
と
の
間

（一）

　
　
　

に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
、
当
該
履
行
保
証
保
険
契
約
に
か
か
る

　
　
　

保
険
証
券
を
提
出
し
た
と
き
。

　
　
　
　

契
約
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
過
去
二
年
の
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
と

（二）

　
　
　

こ
の
入
札
に
付
す
る
事
項
と
種
類
及
び
規
模
を
お
お
む
ね
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ

　
　
　

た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き

　
　
　

（
そ
の
者
が
、契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
）
。

　

９　

そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

公
告

　

熊
本
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
拡
張
工
事
に
関
す
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
を
作
成
し
た
の
で
、
同
条
例
第
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
州
産
廃
株
式
会
社　

代
表
者　

代
表
取
締
役　

前　

田　

博　

憲
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一　

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

　

１　

氏
名　

九
州
産
廃
株
式
会
社　

代
表
者　

代
表
取
締
役　

前
田　

博
憲

　

２　

住
所　

熊
本
県
菊
池
市
大
字
西
寺
六
三
三
番
地
の
二

二　

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

　

１　

名
称　

廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
拡
張
工
事

　

２　

種
類　

一
般
廃
棄
物
及
び
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
（
管
理
型
）
の
拡
張
事
業

　

３　

規
模　

拡
張
面
積　

約
七
万
四
千
三
百
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

　
　

菊
池
市
大
字
原
字
寄
草
四
五
八
九
番
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
・
一
三
・

　

一
四
・
二
五
・
二
七
・
二
八
・
三
一
・
三
二
・
四
二
・
四
三
・
一
四
四
・
一
四
五
の
各
全
部
。

　
　

菊
池
市
大
字
原
字
寄
草
四
五
八
九
番
二
六
・
二
九
・
三
〇
・
三
六
・
三
七
・
四
五
・
四
六
・
四
九
の

　

各
一
部
。

四　

条
例
第
六
条
の
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

　
　

菊
池
市
大
字
原
字
小
川
地
・
字
向
柏
・
字
経
塚
・
字
柏
・
字
柏
川
の
各
全
部
。

　
　

菊
池
市
大
字
原
字
寄
草
・
字
掛
幕
・
字
城
・
字
堂
床
・
字
柏
浦
・
字
黒
尖
の
各
一
部
。

　
　

菊
池
市
大
字
重
味
字
菖
蒲
谷
の
一
部
。

五　

方
法
書
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

　

１　

場
所

　
　
　

九
州
産
廃
株
式
会
社
（
本
社
）

　
　
　

九
州
産
廃
株
式
会
社
（
処
分
場
）

　
　
　

熊
本
県
菊
池
地
域
振
興
局
（
振
興
調
整
室
）

　
　
　

菊
池
市
役
所
（
市
民
部
環
境
課
）

　

２　

期
間　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

　
　
　
　
　

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

　

３　

時
間　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六　

意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
そ
の
他
意
見
書
の
提
出
に
必
要
な
事
項

　
　

方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
は
、
書
面
で
次
に
よ
り
事
業
者
に

　

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

提
出
期
限　

平
成
十
三
年
十
二
月
十
日

　

２　

提
出
先　

〒
八
六
一｜

一
三
二
三　

菊
池
市
大
字
西
寺
六
三
三
番
地
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
州
産
廃
株
式
会
社

　

３　

意
見
書
の
提
出
に
必
要
な
事
項

　
　
　

意
見
書
に
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

ア　

意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の

　
　
　

名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　
　

イ　

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
方
法
書
の
名
称

　
　

ウ　

方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
及
び
そ
の
理
由
（
日
本
語
に
よ
り
記
載

　
　
　

す
る
こ
と
。
）
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